別紙資料



（2026.4 作成）

（様式 Ｅ-１）


会合費請求用開催記録
（公的研究費・学内研究費※1 用）

	








申請前確認
	以下のチェック欄すべてに✓が記載されている場合に限り支出可能です。

	
	□（飲食店利用の場合）会議室等ではなく飲食店を利用する合理的な理由がある。会議室等ではなく飲食店を利用する理由



□支出金額は以下の上限金額を越えず、必要最小限である。
・会議・打合せ・会合	：2,200 円(1 人あたり、税込）
・国際会議等に付随して行われるレセプション等：5,500 円(1 人あたり、税込）
※食事時間以外で提供する湯茶および茶菓子の支出金額は上限金額 660 円(1 人あたり、税込）の範囲内である。
□アルコール類は提供されていない。
※アルコール類が提供された場合、会合費の一部であっても全額が支出不可（レシートを別にした場合も会合費の全額が支出不可）
□（飲食店利用の場合）居酒屋等、アルコール類を提供することが主目的の飲食店での支出ではない。
□その他研究費等または私費を合算しての支出ではない。
□明細が明記されたレシート※２を添付した。

	


財源
	研究費（種目）名
	

	
	研究課題番号
（研究課題名）
	

	
	研究代表者又は研究分担者
（財源保持者）
	

	










概要
	会議・打合せ等の目的
※研究課題との関連性を踏まえてご記入ください。
	

	
	会議・打合せ等において飲食を伴うことの必要性
	

	
	
会議・打合せ等の内容または議事
	

	
	
参加者
	
所属・肩書・氏名
※同内容が含まれていれば、別途参加者リストを添付することも可能です。
	

	
	
日時
	年	月	日
時	分 ～	時	分

	
	場所
	


※1 研究教育推進経費を除く
※2 国際会議等のレセプションに参加した場合、その旨がわかる領収書等があれば明細は不要

（様式 Ｅ-２）


会合費請求用開催記録

（研究教育推進経費・特別勘定（研究・その他）・指定寄附金（研究）用）

	




申請前確認
	以下のチェック欄すべてに✓が記載されている場合に限り支出可能です。

	
	□支出金額は以下の上限金額を越えず、必要最小限である。
・学内者のみの会議・打合せ・会合	： 2,200 円(1 人あたり、税込）
・学外者※1 を含む会議・打合せ・会合 ：11,000 円(1 人あたり、税込）
※食事時間以外で提供する湯茶および茶菓子の支出金額は上限金額 660 円(1 人あたり、税込）の範囲内である。
□研究費等と合算しての支出ではない。
ただし、研究教育推進経費、特別勘定（研究・その他）および指定寄附金（研究） を合算して上限金額の範囲で支出することを除く。また、上限金額を超える場合の私費で負担することを除く。
□明細が明記されたレシート※2 を添付した。

	


財源
	
研究費（種目）名
	

	
	研究課題番号
（研究課題名）
	

	
	研究代表者又は研究分担者
（財源保持者）
	

	












概要
	会議・打合せ・会合等の目的
※研究課題との関連性を踏まえてご記入ください。
	

	
	
会議・打合せ・会合等の内容または議事
	

	
	



参加者
	学外者※1 の有無
	□学外者あり	・	□学外者なし

	
	
	

所属・肩書・氏名
※同内容が含まれていれば、別途参加者リストを添付することも可能です。
	

	
	
日時
	年	月	日
時	分 ～	時	分

	
	場所
	


※1 会合費における「学内者」「学外者」の区分は、原則として本学との雇用関係により判断してください。ただし、本学の学生、名誉教授および招聘研究員は「学内者」とします。
※2 国際会議等のレセプション・学会に付随する懇親会に参加した場合、その旨がわかる領収書等があれば明細は不要。
